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令和５年 

４月１日～ 

大阪市一般廃棄物収集運搬業許可にかかる手続の 

 

 令和５年４月１日から、大阪市一般廃棄物収集運搬業許可（動物の死体及びし尿を除く。）にか

かる手続の電子申請システムを導入します。電子申請システムでは、従来、窓口にて行っていた

各種申請・届出等を、インターネットを利用して行うことができます。 

１ 電子申請システムの利用について 

○インターネットに接続可能なパソコン、タブレット端末等から利用できます。 

※電子申請システムの利用には、事前に本市から配付する電子証明書のインストールが必要です。 

※〔動作保証の対象 WEB ブラウザ〕Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome 

○土日祝日を含む午前８時から午後 10 時まで利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）利用者 IDについて 

○各事業者の代表者１名に利用者 ID を交付します。 

○代表者以外の従業者が電子申請システムを利用するためには、従業者等顔写真の届出（第 15

号様式）及びシステム利用登録申請手続を行って利用者 ID の登録を受ける必要があります。 

※代表者以外の従業者は、各事業者３名まで登録できます。（合計４名） 

（２）押印について 

○電子申請システムを介して提出される様式（システム専用様式）については、押印を省略しま

す。ただし、添付文書として作成される文書（システムを介さない文書、車両使用承諾書など）

については押印が必要です。 

※押印を示す箇所がある文書に限ります。 

（３）システムで使用する様式について 

○電子申請システムの専用様式を使用します。 

○システム利用者が選択した手続を基に、電子申請システムが適当な様式を自動で判別します。 

※システム専用様式は、要綱改正後、環境局ホームページに掲載します。 

（４）操作説明会の開催について 

○令和５年３月中旬頃に開催を予定しています。なお、詳細については１月下旬にメールにて通

知します。 

 

    

    

～電子申請システムにおける手続のイメージ～ 

許可業者              システム              指 導 課 

①メニューから手続を選択し 
て追加・変更事項を入力 

②入力した内容がシステムに
より様式化され提出される 

③システムから添付書類送付書を印刷し、同書に記載されている 
添付書類を添えて郵送等により送付（※窓口提出も可能です） 

手続完了通知 確 認 

令和５年１月下旬 令和５年３月中旬 令和５年４月１日 

説明会 
開催通知 

電子申請システム 
運用開始 

説明会開催 



 

２ 利用可能な手続の種類及び機能など 

電子申請システムでは、以下の手続等が行えます。 

① 許可更新〔２年毎の許可更新の手続〕 

② 従業者名簿〔代表者・役員・従業者・臨時従業者・法定代理人・政令使用人に関する手続〕 

③ 作業対象名簿〔作業対象の追加・変更・削除などの手続〕 

④ 株式〔株主・株式に関する手続〕 

⑤ 事務所〔本店・市内主たる事務所・その他事務所・詰所に関する手続〕 

⑥ 緊急連絡先〔緊急連絡先・メールアドレスなどの手続〕 

⑦ 車両格納庫〔車両格納庫の追加・変更・削除などの手続〕 

⑧ 法人名称〔法人名称の変更に関する手続〕 

⑨ 承認車両〔承認車両の増車・代替・減車・車番等の変更などの手続〕 

⑩ 証書類再発行〔各種証書類の再発行に関する手続〕 

⑪ IC カード〔IC カードの貸与・再発行の手続〕 

⑫ 搬入回数〔基本搬入回数・搬入回数の変更などの手続〕 

⑬ 臨時使用車両の承認申請 

※本市から交付物（ステッカーや IC カードなど）がある場合は、従来どおり窓口交付となりま

す。 

(１)情報の掲載機能について 

○ごみ処理施設への搬入追加回数（半期）のお知らせ 

○搬入停止の情報等その他お知らせ 

○システムメンテナンス等のお知らせ 

(２)令和６年度に追加予定の手続 

令和６年度に追加予定の手続 

①従業者等顔写真の届出 

②一般廃棄物実務管理者講習の届出 

③承認車両使用状況報告書 

④承認車両使用状況報告書（廃家電） 

３ 行政オンラインシステムの利用停止について 

○行政オンラインシステムについては、令和５年３月 31 日をもって利用を停止します。 

※これまで行政オンラインシステムにより行っていた従業者名簿・作業対象名簿の変更手続きに

ついては、令和５年４月１日以降、新電子申請システムをご利用ください。 

セキュリティコードの取り扱いについて 

行政オンラインシステムの利用停止に伴い、セキュリティコードを廃止します。そのため、当

年度においては、例年２月に配付している新規セキュリティコードの発行は行いません。現在使

用しているセキュリティコードを令和５年３月末日まで使用してください。 

４ 窓口による申請・届出について 

○庁舎窓口で電子申請システムを利用することができます。 

※庁舎窓口で電子申請システムを利用する場合は、利用者 ID の登録を受けた方に限ります。ま

た、ID/パスワードの入力が必要です。 

○庁舎窓口による紙面の申請・届出については、サービス開始後も従来どおり受付します。 

○月後半 
東淀：昼夜あわせて５回 
舞洲：昼夜あわせて５回 
次回調整令和○年○月○日 

※搬入追加回数イメージ 


